
令和７年度 第２回 

広島県医療審議会保健医療計画部会 次第 

          （県単位の地域医療構想調整会議） 
 

日時 令和８年３月 19 日（木）午後７時００分～ 

場所 県庁本館５階 503 会議室 及び ＷＥＢ 

１ 開 会 

・ 健康福祉局長あいさつ 

 

 

２ 報告事項（公開） 

（１）新たな地域医療構想等について【資料１】 

（２）第８次広島県保健医療計画の中間見直しについて【資料２】 

（３）かかりつけ医機能が発揮される制度整備について【資料３】 

（４）オンライン診療に係る法改正について【資料４】 

 

 

３ その他（公開） 

  後発医薬品使用促進の取組について【参考資料２】 

 

 

４ 協議事項（非公開） 

福山・府中圏域の病床整備について【資料５】 

 

 

５ 閉 会 

 

 

配付資料 

・資料 1   新たな地域医療構想等について 

・資料 2   第８次広島県保健医療計画の中間見直しについて 

・資料 3   かかりつけ医機能が発揮される制度整備について 

・資料 4   オンライン診療に係る法改正について 

・資料 5-1   福山・府中圏域の病床整備について 

・資料 5-2   福山・府中圏域の病床整備に係る意見 

・資料 5-3  医療審議会における福山・府中圏域の病床整備の対応方針について 

 

（参考資料） 

・参考資料 1 （全国健康保険協会広島支部 提供資料）令和６年度広島県の地域医療の現状に

ついて 

・参考資料 2 後発医薬品使用促進の取組について 
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広島圏域 会長 山 本   匡  広島市医師会会長（西部厚生環境事務所広島支所長 村井真） 代理Web 

広島西地域 会長 大久保 和 典  佐伯地区医師会会長 欠 

呉地域 会長 石 井 哲 朗  呉市医師会会長 Web 

広島中央地域 会長 米 田 吉 宏  竹原地区医師会会長 Web 

尾三圏域 会長 佐々木 伸 孝  尾道市医師会会長 Web 

福山・府中地域会長 木 村  俊 治  松永沼隈地区医師会会長（福山市医師会会長 西岡智司） 代理Web 

備北地域会長 中 西 敏 夫  三次地区医師会会長 Web 

オブザーバー 藤 森 研 司 東北大学名誉教授 Web 
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委  員  安 達 伸 生 広島大学病院長 欠 

委  員  石 井 知 行  広島県精神科病院協会会長 欠 

委  員  板 本 敏 行 
全国自治体病院協議会広島県支部長 

（県立広島病院院長） 
Web 

委  員  岡 田 吉 弘  三原市長 欠 

委  員  奥 田 正 和 世羅町長 Web 

委  員  金 子   努  県立広島大学保健福祉学部教授 Web 

委  員  北 原 加奈子 広島県健康福祉局長 〇 

委  員  吉 川 正 哉  広島県医師会副会長 〇 

委  員  黒 瀬 真理子 広島県看護協会会長 Web 

委  員  小 池 英 樹 広島県社会福祉協議会常務理事兼事務局長 Web 

委  員  佐 藤 裕 幸 広島県民生委員児童委員協議会会長 欠 

委  員  繁 田 正 信 国立病院機構呉医療センター院長 〇 

委  員  豊 見 雅 文 広島県薬剤師会会長 Web 

委  員  新 井 法 博 健康保険組合連合会広島連合会常任理事 欠 

委  員  檜 谷 義 美 広島県病院協会会長 〇 

委  員  松 原 真 児 全国健康保険協会広島支部長 Web 

委  員  守 田 利 貴 広島県国民健康保険団体連合会常務理事 Web 

委  員  山 﨑 健 次 広島県歯科医師会会長 Web 

専門委員  加賀谷 哲 郎 広島市健康福祉局保健医療担当局長 Web 

専門委員  小 山 峰 志 広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会会長 Web 

専門委員  貞 森 英 樹 広島市消防局長 欠 

専門委員  中 川 勝 喜 広島県老人福祉施設連盟会長 欠 

専門委員  橋 本 成 史 広島県医師会常任理事 Web 

専門委員  平 石   朗 広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会会長 Web 

専門委員  森 本   進 広島県歯科医師会副会長 Web 

専門委員  山 内 雅 弥 認知症の人と家族の会広島県支部世話人副代表 Web 

専門委員  渡 部 貴 則 広島県介護支援専門員協会会長 欠 
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広島県医療審議会の会議の公開方針について 
 

平成13年度第１回広島県医療審議会において決定 

平成19年度第１回広島県医療審議会において一部改正 

平成28年度第２回広島県医療審議会において一部改正 

平成29年度第２回広島県医療審議会において一部改正 
（別表） 

広島県医療審議会の審議事項の公開・非公開の基準 

番

号 
審  議  事  項 

公開・非公

開の別 
非公開の理由 根拠規定 今回の議案等 

１ 
地域医療支援病院と称すること

の承認 
公開    

２ 

公的医療機関等の病院開設又は

増床若しくは病床種別の変更に

ついての不許可処分 

公開   

 

３ 

病床過剰地域内の病床稼働率の

低い病院等に対する病床数の削

減命令、要請、勧告 

公開   

 

４ 
地域医療支援病院と称すること

の承認の取り消し 
公開   

 

５ 

病院等の開設、病床数の増加等の

許可に際して付した条件に従わ

ない場合の勧告、措置命令 

公開    

６ 医療計画の策定又は変更 公開    

７ 

医療計画達成のための病院開設

又は増床若しくは病床種別の変

更についての勧告 

公開   

 

８ 

病床機能報告対象病院等の過剰

な病床へ転換しないことの措置

命令、要請、勧告 

公開  

  

９ 

構想区域ごとの協議の場におけ

る協議が調わない場合の病床機

能報告対象病院等に対する必要

な指示、要請、勧告 

公開  

  

10 医療法人の業務の停止命令  非公開 
医療法人の業務又は会計の内

容について審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

11 役員の解任勧告 非公開 
役員個人の資質等について審

議するため。 

２号(個人情報)  

12 

社会医療法人認定の取消し又は

期間を定めての収益業務の全部

若しくは一部の停止命令 

非公開 

当該社会医療法人の業務又は

会計の内容について審議する

ため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

13 医療法人の設立認可の取り消し 非公開 

医療法人の経営状況等につい

て審議するため。 

役員個人の事情について審議

する可能性があるため。 

３号 

(事業活動情報) 

２号(個人情報) 
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番

号 
審  議  事  項 

公開・非公

開の別 
非公開の理由 根拠規定 今回の議案等 

14 医療連携推進の認定・取消し 公開 
  

 
 

15 
地域医療連携推進法人の代表 

理事の選定・解職 
公開 

  

 
 

16 
地域医療連携推進法人による 

病院、介護事業所の開設 
公開 

  

  

17 
地域医療連携推進法人の定款 

の変更 
公開 

  

  

18 

医療法施行規則第 1 条の 14 第 7

項第1号及び第2号に基づく診療

所の病床の設置又は増床 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

病床整備を予定する診療所の

経営方針や経営状況等につい

て審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

19 

医療法第30条の4第 7項の規定

による基準病床数の特例（算定数

の特例加算） 

公開   

 

20 

医療法第30条の4第 8項の規定

による基準病床数の特例（医療計

画公示後の算定数の特例加算） 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

加算を予定する病院の経営方

針や経営状況等について審議

するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

21 

医療法第30条の4第 9項の規定

による基準病床数の特例（特定病

床の特例加算） 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

加算を予定する病院の経営方

針や経営状況等について審議

するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

22 

医療法第30条の4第10項の規定

による地域医療連携推進法人の

参加法人に係る病床の特例 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

病院の経営方針や経営状況等

について審議するため。 

３号 

(事業活動情報)  

23 

精神病床及び結核病床において、

病床数の地域的偏在を勘案し、新

たな病床整備について勧告の対

象としないこと 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

病床整備を予定する病院の経

営方針や経営状況等について

審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

24 

医師でない者による病院の開設

（単なる事務手続上の廃止開設

の場合を除く。）又は増床若しく

は病床種別の変更の許可 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

病床整備を予定する病院の経

営方針や経営状況等について

審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

25 社会医療法人認定 非公開 
当該医療法人の経営状況等に

ついて審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

26 医療法人の理事長の特例認可 非公開 

役員個人の事情について審議

するため。 

法人の経営状況等について審

議するため。 

２号(個人情報) 

 

３号 

(事業活動情報) 

 

27 その他の諮問事項 【個別判断】 
  

 

28 当審議会の内部規程に係る議案 公開 
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番

号 
審  議  事  項 

公開・非公

開の別 
非公開の理由 根拠規定 今回の議案等 

29 
個別の病院の取扱いに関する 

協議 

非公開 

（公立病院

を除く。） 

当該病院の経営状況等につい

て審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

30 
個別の医療法人の取扱いに 

関する協議 
非公開 

当該医療法人の経営状況等に 

ついて審議するため。 

３号 

(事業活動情報) 

 

31 医療計画に係る協議 公開  

 

 

32 その他の協議 【個別判断】    

33 
報告事項 

（非公開案件に係るものを除く） 
公開  

  

※ 根拠規定は※ 根拠規定は、広島県情報公開条例第１０条の該当号を示す。 
※「公立病院」とは、開設者が国・独立行政法人・地方公共団体・地方独立行政法人をいう。 
取扱い 
１ 上記の表で公開とした案件であっても、事案の個別的な事情により非公開審議が適当である場合は、会議に諮って非公

開審議とすることができる。 
２ 上記の表で非公開とした案件であっても、公益上特に必要がある場合は、会議に諮って公開審議とすることができる。 


